
 

一般社団法人 日本膵臓学会 広告掲載に関する規則 

 

（総則） 

第１条  本規則は、一般社団法人日本膵臓学会（以下、「本学会」という）とバナー広告掲載を希望 

する企業及び団体（以下、「広告主」という）について必要な事項を定める。 

 

（広告種別） 

第２条  本規則で定める広告とは、本学会ホームページに掲載するバナー広告と当会会員向けメール 

マガジンに掲載するバナー広告とする。 

２ 広告のリンク先は原則として広告主の団体概要等を掲載している団体ホームページとする。 

 

（掲載基準） 

第３条  次に掲げる内容の広告は掲載することができない。 

（１）本学会の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの 

（２）政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの 

（３）知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、違法な内容又は侵害するおそ

れのあるもの 

（４）法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

（５）責任の所在が不明であるもの 

（６）その他本学会が広告として不適切と判断したもの 

 

（広告掲載手続） 

第４条  広告主は、広告掲載を申し込む場合、本規則の内容を承諾した上で申し込まなければならない。 

２  広告主が広告の掲載を申し込みの際は、本学会の所定の様式を使用し提出をする。 

３ 広告主は、当該広告のリンク先を変更するときは、変更の1ケ月前にまでに本学会に申し出な

ければならない。 

４ 本学会は、前項の申し出があった時は、本学会の総務委員会にて広告内容の審議を行い、理

事会の承認を得て広告主へ掲載の可否を報告する。 

５  広告の掲載場所については、本学会が指定するものとする。 

 

（広告の内容責任） 

第５条  広告は広告主が準備し、本学会は広告主に掲載場所を提供し掲載作業を行う。 

２  広告の内容についての責任は広告主が負うものとし、本学会は広告の内容に対する一切の責任

を負わない。 

 

 

 

 

 



（広告掲載の取り消し） 

第６条  本学会は、次の場合には、広告掲載決定の取り消し又は掲載広告の削除を行うことができる。 

この場合、既に支払われている広告費用は広告主に返還しない。 

（１）申込書の内容に不正の事実があった場合 

（２）広告主が、広告掲載開始日までに本学会に広告掲載料を納付しなかった場合 

（３）広告主が、指定する期日までに本学会に広告原稿を提出しなかった場合 

（４）広告主が、広告からリンクしているウェブサイトの提供を中止又は廃止した場合 

（５）本学会が、広告掲載が不適切であると判断した場合 

（６）広告主が、無断で掲載内容を改変した場合 

 

（広告の設置場所及び掲載枠数） 

第７条  広告の設置場所及び掲載枠数は、総務委員会の審議を経て、理事会で決定する。 

 

（広告の掲載期間） 

第８条   広告の掲載期間は、１年単位もしくは６ヶ月単位とし、原則として次の期間とする。 

（１）１年間単位の掲載の場合は、４月１日から翌年の３月３１日まで。 

（２）６ヶ月単位の掲載の場合は、４月１日から９月３０日まで、もしくは、 

１０月１日から翌年の３月３１日まで。 

 

（掲載料金・規格） 

第９条   広告の規格と掲載料金は、別表の通りとする。 

 

（免責事項） 

第１０条 広告を掲載する本学会ウェブサイト又は広告を掲載するためのシステムについて、緊急保守 

更改、障害、火災、停電、天災等の事由が生じた場合、本学会は事前に通知することなく広告 

掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。この場合、本学会は、可及的速やかに 

再開するよう努めるものとし、中断していることについて、速やかに広告主に報告しなければ 

ならない。 

２  前項の場合、本学会は、広告主に生じた損害について、一切の賠償の責を負わない。 

 

(個人情報の取扱い) 

第１１条 広告主は、当会会員向けメールマガジンの記事について本学会の許可なく第三者に転送・ 

転載してはならない。 

 

（規則の改廃） 

第１２条 この規則を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。 

 



別表  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   ＝参考＝ 

 

学会誌「膵臓」(オンラインジャーナル) 広告料金（税抜き）号単位 

スプラッシュ広告（3秒表示） 120,000円 

常設広告(表紙の次の1～3頁)＊お申込み順 100,000円 

常設広告（論文間の頁） 40,000円 

 

 

2022年12月5日制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールマガジン広告掲載料金（税抜き） 

1年 6回 120,000円 

規格 GIFまたはJPEG形式 

データ容量500KB以内 

サイズ 縦70px×横200px  

 

ホームページ広告掲載料金（税抜き） 

1年 4月～翌年3月 240,000円 

半年 A：4月～9月末 

B：10月～翌年3月末 

A:120,000円 

B:120,000円 

規格 GIFまたはJPEG形式 

データ容量500KB以内 

サイズ 縦90px×横210px 

 


